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基本目標４  個性豊かに学び、人々が輝くまちをつくる     

（教育・交流分野） 

 

施策 4-1 学校教育の充実  

 

施策の方向性 

他人を尊重し、認め合うとともに、進んで社会に貢献するなど、児童生徒が社会の責

任ある一員として生きる自覚を促し、そのために必要となる資質を養うため、学校での

教育活動全体を通して心の教育を推進します。また、家庭や地域と連携し、協力して、

児童生徒の健康の保持・増進に関する実践力の育成に努めるとともに、情報化・グロー

バル化および少子化の進展に対応した教育と一人ひとりの状況に応じたよりきめ細かな

指導および支援がなされる体制の強化を図ります。 

さらに、児童生徒が食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけ、生涯にわた

って健康な体をはぐくんでいくため、食育の推進を図り、単に「食」のみへの取組みだ

けでなく、命の源である「食」を支える「農業」への理解を深める食農教育として位置

づけ、その充実に努めます。 

 

施策推進の背景と課題 

近年の少子化の影響や近所付き合いの希薄化などにより、子どもたちの教育環境が大き

く変化してきています。地域は、子どもたちが友達との遊びや世代の異なるさまざまな人

とのふれあいを通して、自立心や自制心を培う場となり、学校教育が効果的に展開される

基盤となります。地域との連携と協力を強化し、子どもたちが成長し、発達していく場と

なる地域の教育力の向上に努めます。 

また、一日のうち多くの時間を過ごす学校施設と通学路においては、子どもたちの安全

を確保するための体制づくりを強化していく必要があります。 
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（学校基本調査） 

■小学校・中学校の状況 



87 

 

 

施策の展開 

4-1-1 生きる力をはぐくむ豊かな学校生活の充実 

「生きる力」をはぐくむため、社会情勢に応じた教育の推進および教職員の資質の向

上を図るとともに、充実した学習環境の中で、地域特性を生かした特色ある教育を進め

ます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

確かな学力の養成 

学力調査などにより児童生徒の学力を把握し、

状況に応じた学習内容の工夫・検討を図るとと

もに、各校の効果的な取組みを市内の全校で共

有できる仕組みを構築し、また、家庭学習の定

着を支援します。 

学校教育課 

豊かで健やかな心身

の育成 

体育大会や学校保健・体育活動、さまざまな体

験や道徳教育、読書活動などを通じて、児童生

徒の健康の保持・増進と豊かな心の育成を図り

ます。 

学校教育課 

情報化に対応した教

育の充実 

情報機器を整備し、情報処理能力の向上を図る

とともに、情報モラル教育を推進することで、

情報化に対応した教育の充実を図ります。 

学校教育課 

グローバル化に対応

した教育の充実 

各中学校に外国人のＡＬＴ（外国語指導助手）

を配置し、英語科の授業で活用するとともに、

小学校の外国語活動においてＪＴＥ（日本人の

英語指導助手）を配置し、英語教育の推進を図

ります。 

学校教育課 

学校における食育の

推進 

学校給食センターの見学や栄養士・調理員によ

る給食時間の講話など、食に関する学習を推進

し、家庭教育学級による親子料理教室などを通

じて、食育に対する意識の醸成に努めます。 

学校教育課 

生涯学習課 

食農教育の推進 

食育の推進にあたっては、単に「食」のみへの

取組みだけでなく、命の源である「食」を支え

る「農業」への理解を深める食農教育として位

置づけ、その充実に努めます。 

学校教育課 

産業振興課 

特色ある教育の推進 

各教科や総合的な学習の時間などを通して、郷

土の歴史や産業、伝統文化、環境保全などを学

習し、特色ある教育の推進を図ります。 

学校教育課 

キャリア教育の推進 

市内事業所の協力を得ながら、社会体験機会の

充実を図り、中学生のキャリア教育を推進しま

す。 

学校教育課 

少子化に対応した活

力ある学校づくり 

児童の減少により複式学級が複数発生した学校

については、他の学校との学校統合を検討しま

す。 

学校教育課 
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取組み 取組みの概要 主管課 

学校施設・設備の整備 
安全・安心な学校生活環境を確保するため、学

校施設・設備の計画的な整備を推進します。 
学校教育課 

教職員の資質向上 
地域に関連した内容を取り入れるなど研修内容

の充実を図り、教職員の資質向上に努めます。 
学校教育課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

外国語指導助手配置人数 3 人 3 人 

社会体験学習参加率 97.9％ 100％ 

特色ある教育を実施している小中学校数 14 校 14 校 

 

 

4-1-2 きめ細かな指導体制と相談支援の充実 

一人ひとりの個性や能力、状況などに応じた指導ができる体制の充実を図るとともに、

悩みや不安などを気軽に相談できる体制づくりを推進します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

補助教員の配置 

きめ細かな指導を行うため、支援が必要である

と認められる学校、学級に補助教員を配置しま

す。 

学校教育課 

サタデースクールの

充実 

基礎的・基本的学力の定着を図るため、学校施

設を利用したサタデースクールの充実を図ると

ともに、参加促進に努め、特別な支援を要する

児童への対応力強化に努めます。 

学校教育課 

ライフサポートファ

イルの活用 

特別な支援や配慮が必要な児童生徒の一貫した

相談指導を行うためのライフサポートファイル

を児童生徒の保護者などに紹介し、活用の促進

を図ります。 

学校教育課 

福祉課 

専門家による相談支

援の充実 

いじめや不登校などに悩む児童生徒や保護者に

対し、スクールカウンセラーや相談員など専門

家による相談・指導などの支援の充実を図りま

す。 

学校教育課 

就学援助の実施 
経済的に就学困難な児童生徒の保護者に対し、

学校生活で必要な費用などの援助を行います。 
学校教育課 
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■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

補助教員配置人数 24 人 25 人 

サタデースクール参加者数 86 人／年 100人／年 

スクールカウンセラー配置数（毎週配置） 5 人 5 人 

 

 

4-1-3 家庭・地域との連携強化  

地域に開かれた学校をめざし、地域の人材や意見を積極的に学校教育の場に活用して

いくとともに、ＰＴＡ活動の活性化を図り、家庭との連携体制の強化に努めます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

地域人材の活用 

優れた知識や技術を有する地域の人材を、積極

的に学校教育に活用するとともに、高齢者の生

きがい対策としても推進します。 

学校教育課 

学校資源の地域活動

への活用 

地域活動などに対し、学校体育施設の開放や教

職員の派遣などを積極的に推進するとともに、

学校体育施設開放の事務手続きの簡略化を図り

ます。 

学校教育課 

生涯学習課 

学校開放の推進 

地域と学校の結びつきを強めるため、学校行事
に地域住民が参加できるよう工夫し、地域活動

団体と連携した学校行事の展開を検討します。 

学校教育課 

学校支援ボランティ

アの充実 

多くの市民の目で、子どもたちを守り育ててい

くために、学校支援ボランティアの充実を図り

ます。 

学校教育課 

ＰＴＡ活動の活性化 

ＰＴＡ会員の交流や活動事例の紹介などのほ

か、補助金や活動場所の提供などを通して、Ｐ

ＴＡの自主的な活動の活性化を図ります。 

生涯学習課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

特別非常勤講師活用配置事業（地域人材活用）実施校数 10 校 14 校 

学校支援ボランティア数 357人 360人 

学校と家庭・地域との連携がなされていると思う市民の割

合 
62.4％ 70.0％ 
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4-1-4 学校内外の安全の確保 

地域や家庭、関係機関などと連携しながら、子どもの安全を確保するための体制強化

を図るとともに、学校施設の耐震化を推進します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

学校内での犯罪・事故

防止対策の推進 

学校内の犯罪や事故の防止を図るため、より実

践的な防犯・事故防止マニュアルの策定・活用

を推進します。また、応急手当の裾野を広げる

ため、教育現場におけるＡＥＤを活用した救命

救急講習の実施を図ります。 

学校教育課 

災害時の安全確保 

保護者や地域住民と連携しながら、地域の環境

に合った防災訓練・避難訓練を実施するととも

に、防災に関する知識の普及や災害時のための

準備などを行い、災害時の児童生徒の安全確保

および連絡体制整備を図ります。 

学校教育課 

登下校時の安全確保 

関係機関と連携しながら、見守り活動や不審者

情報の提供などを推進し、また、メール配信を

通して、登下校時の児童生徒の安全確保に努め

るとともに、連絡体制の整備を図ります。 

学校教育課 

「こども 110番の家」

の強化 

各地区に設置されている「こども１１０番の家」

の周知を図るとともに、子どもと協力者の顔合

わせの機会を設けるなど、より深い連携構築を

図ります。 

学校教育課 

学校施設耐震化の推

進 

学校施設の耐震化工事を推進し、地震発生時の

児童生徒の安全確保に努めるとともに、安全な

避難所の確保を図ります。 

学校教育課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

子どもたちにとって安心して学ぶことができる場となっ

ていると思う市民の割合 
78.0％ 85.0％ 

小中学校施設耐震化率（棟数率） 91.1％ 100.0％ 
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施策 4-2 生涯学習・生涯スポーツの推進 

 

施策の方向性 

市民のニーズを踏まえた各種の講座・教室の充実、既存施設の有効活用、学校施設の

開放により、誰もが生涯を通じて、心身ともに健康で充実した心豊かな生活を送ること

ができるよう、あらゆる機会に、あらゆる場所において、個人の要望と社会の要請に対

応した学習活動と、その成果を適切に生かすことのできる環境を整備します。 

また、リーダーや組織・団体の育成などに努め、市民が主体的に活動する生涯学習・

生涯スポーツ社会の構築を促進します。 

 

施策推進の背景と課題 

市民意識調査によると、現在、生涯学習としての習い事や趣味の活動に参加している人

の割合は 2割以下となっていますが、今後、参加したいと思っている人は過半数以上とな

り、ニーズは高く、受け皿の整備が必要とみられます。 

生涯学習や生涯スポーツを通じた交流は、一人ひとりの生きがいづくりだけではなく、

地域コミュニティの育成にもつながることから、生涯学習・生涯スポーツ意欲を実践に移

すことができるよう、多様化するニーズに応じた魅力ある機会の提供や活動拠点となる施

設の整備、活動を支える人材の確保が必要です。 
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51.5

57.0

33.0

14.6

14.6
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12.7

市や地域のスポーツ・文化活動

地域の伝統や文化を継承する活動

他市町村や外国の方たちとの交流活動

生涯学習としての習い事や趣味の活動

はい いいえ 無回答

18.3

11.8

4.2

16.6

74.6

78.9

85.8

74.9

7.1

9.3

10.1

8.5

市や地域のスポーツ・文化活動

地域の伝統や文化を継承する活動

他市町村や外国の方たちとの交流活動

生涯学習としての習い事や趣味の活動

はい いいえ 無回答  

 

 

■余暇活動への参加状況および参加意向 

（平成 27年 市民意識調査） 

現在参加していますか 今後参加したいですか （％） （％） 
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施策の展開 

4-2-1 生涯学習・生涯スポーツ機会の充実  

多様化するニーズに応じた学習・スポーツ活動の機会の充実を図るとともに、活動団

体に対する支援の充実を図り、市民の自主的な活動の活性化を促進します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

各種講座・教室の充実 

市民の学習ニーズを把握しながら公民館の各種

講座・教室や出前講座の充実に努めるとともに、

参加者の多い女性高齢者のみならず、幅広い市

民が参加しやすい講座・教室の開催に努めます。 

生涯学習課 

スポーツ大会・教室と

生涯スポーツの充実 

各種スポーツ大会や体験活動などの各種イベン

トやスポーツ教室の充実と参加促進を図るとと

もに、「市民一人 1スポーツ」をめざし、いつで

も誰でも気軽に参加できる生涯スポーツの促進

を図ります。 

 

生涯学習課 

 

活動成果を発表する

場の充実 

生涯学習・スポーツへの意欲の醸成を図るため、

活動の成果を発表する場の充実に努めます。 
生涯学習課 

自主的な活動の促進 

市民の自主的な活動を促進するため、サークル

活動に対し支援するとともに、さまざまな情報

提供や活動の場の充実、活動紹介などを行いま

す。 

生涯学習課 

総合型地域スポーツ

クラブの運営支援 

新たな総合型地域スポーツクラブの設立を視野

に入れながら、関係団体などと連携して、既存

クラブの運営支援および活性化を図ります。 

生涯学習課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

スポーツ教室への参加者数 491人／年 700人／年 

公民館講座開催回数・参加者数 
287回／年・ 

3,754 人／年 

300回／年・ 

3,800 人／年 

総合型地域スポーツクラブ会員数 239人 300人 

 

 

4-2-2 生涯学習・生涯スポーツ環境の整備  

施設の整備および有効活用を図ることで、生涯学習および生涯スポーツ、レクリエー

ションの活動拠点を確保し、気軽に楽しむことのできる環境づくりに努めるとともに、

予約システムの整備を進め、利用促進に努めます。 
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■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

スポーツ・レクリエー

ション施設の整備と

活用 

スポーツ・レクリエーション施設の安全かつ快

適な利用に向けた維持管理、およびテニスコー

トをはじめとしたスポーツ施設の新規設置な

ど、計画的な設備の更新や機能強化を推進しま

す。 

生涯学習課 

図書館の充実 

市民のニーズに応じた図書館の蔵書の充実およ

び機能強化を図り、読書の普及促進に努めます。

また、のさか図書館の市民などへの周知をより

一層進めます。 

生涯学習課 

予約システムの整備

と利用促進 

インターネット環境を活用し、各施設の利用や

図書の予約を容易にするシステムの整備・充実

および周知を図り、利用促進に努めます。 

生涯学習課 

地域資源を生かした

健康づくり環境の整

備 

地域の自然や歴史遺産を楽しみながら歩くこと

のできるウォーキングコースの設定など、手軽

に健康づくりができる環境を整備します。 

生涯学習課 

指導者の発掘・育成 

指導者の資質向上のため、関係団体と連携しな

がら研修会や講習会を実施し、参加を促進しま

す。 

生涯学習課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

図書館利用者数・貸出冊数 
60,479人／年・ 

 324,625 冊／年 

62,500人／年・ 

340,000冊／年 

 

 

4-2-3 青少年の健全育成  

青少年の健全育成に携わる活動組織の自主的な活動を支援するとともに、多様な主体

が連携し、あらゆる場面や機会を通じて青少年を見守る体制づくりに努めます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

青少年団体活動の活

性化 

青少年活動を行う団体などに対する活動支援の

充実と団体相互の連携を促進します。 
生涯学習課 

スポーツ・体験活動の

推進と参加促進 

「カローリング」などのニュースポーツ教室や

自然観察会、親子料理教室などを引き続き行う

とともに、通学合宿事業の拡充を図り、活動へ

の参加を呼びかけ、子どもたちの健全育成を図

ります。 

生涯学習課 
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取組み 取組みの概要 主管課 

情報モラル教育の推

進 

インターネットや電子メールの利用における情

報モラル教育を図るため、小学生から計画的な

情報モラル教育を行います。 

学校教育課 

家庭の教育力の向上 

家庭の教育力の向上を図るため、幼稚園や小中

学校において家庭教育学級を開設し、参加を促

進します。 

生涯学習課 

見守り指導体制の強

化 

ＰＴＡや青少年相談員、地区社会福祉協議会な

どと連携しながら、地域全体で青少年を見守り、

指導していく体制を強化します。 

生涯学習課 

学校教育課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

青少年体験活動参加者数 1,298 人／年 1,340 人／年 

家庭教育学級一人あたりの参加数 2.29回／年 3 回／年 
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施策 4-3 地域文化の振興 

 

施策の方向性 

地域に根ざした市民文化がいきいきと花開き、誰もが文化・芸術を身近で味わい、豊

かでうるおいのある暮らしを実感するため、各種団体による自主的な芸術文化活動への

支援や、優れた芸術文化および本市の文化財に接する機会の提供を図ります。 

また、地域の歴史と風土に根ざした文化資源を地域文化の振興に活用しつつ後世に伝

えていくため、各種団体と連携しながら有形・無形の貴重な歴史文化遺産の保護に努め

ます。 

 

施策推進の背景と課題 

近年では、自然環境や文化財への価値が見直され、地域資源や貴重な観光資源として、

また地域の誇りとして再認識されてきています。本市には歴史的建造物や地域に根ざした

祭りなど、数多くの有形・無形の文化財が存在し、市民の誇りとなっており、市民意識調

査でも平成 18 年以降、一貫して地域の伝統や文化に対する愛着を感じる人の割合が過半

数を超えています。 

本市の貴重な文化財や地域に根付いた身近な伝統文化を大切にし、後世に伝えていくた

めの意識の醸成および保存活動の促進を図るとともに、地域に愛着を感じることができる

よう、その価値を広くＰＲしていく必要があります。 

 

 

 

14.5

13.4

10.8

40.3

48.9

49.2

35.0 

26.5 

30.5 

4.9

6.6

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成18年

平成22年

平成27年

とても感じている ある程度感じている あまり感じていない まったく感じていない 無回答
 

 

 

 

（平成 18年、平成 22年、平成 27年 市民意識調査） 

■地域の伝統や文化に愛着を感じているか 
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施策の展開 

4-3-1 芸術文化とふれあう機会の充実  

市民の自主的な活動に対する支援の充実を図るとともに、優れた芸術・文化にふれる

機会の充実および参加促進を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

芸術文化活動団体の

活動支援 

芸術文化活動団体の活動の活性化に向け、団体

相互の連携促進および活動支援を図ります。 
生涯学習課 

活動成果の発表の場

の充実 

市民の芸術文化活動の成果を発表する場を充実

させ、活動意欲の醸成と相互の交流を促進しま

す。 

生涯学習課 

芸術文化を鑑賞する

機会の充実 

芸術文化イベントを開催し、市民が優れた芸術

文化を鑑賞することのできる機会の充実に努め

ます。 

生涯学習課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

文化団体数 61 団体 64 団体 

文化祭来場者数 2,000 人／年 2,365 人／年 

 

 

4-3-2 歴史的建造物・文化財の保全とＰＲ  

有形・無形の文化財に対する意識の醸成を図り、地域の財産としてその保全とＰＲに

努めます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

歴史文化財を活用し

たイベントの充実 

地域の歴史や文化財に対する意識の醸成を図る

ため、歴史的建造物などを活用した文化イベン

トの開催や歴史・文化にふれることのできる機

会を提供します。 

生涯学習課 

文化財の保全・ＰＲ 

指定文化財の保存・修理および本市にある文化

財指定外の貴重な歴史文化遺産の発掘に努め、

その保全に努めるとともに、文化財資源の情報

を市内外に発信します。 

生涯学習課 

文化財ガイドボラン

ティアの育成・活用 

地域の文化財を紹介するガイドボランティアを

育成し、積極的に活用していくことで、本市の

文化財の価値に対する認識を広めます。 

生涯学習課 
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■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

文化財指定（登録）数 80 件 81 件 

文化財ガイドボランティア登録者数 4 人 5 人 

 

 

4-3-3 伝統文化の継承促進 

古くから伝えられる地域に根付いた文化の継承を促進するため、後継者の育成に努め

るとともに、その価値を評価し、市内外に周知していきます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

活動の活性化と後継

者の育成 

伝統文化の継承・保存活動に対する支援を行い、

活動の活性化を図るとともに、高齢化してきて

いる担い手の後継者の育成を図ります。 

生涯学習課 

伝統文化に対する意

識の高揚 

多くの市民が伝統文化にふれることのできる場

を充実させ、伝統文化に対する意識の高揚を図

ります。 

生涯学習課 

伝統文化のＰＲの推

進 

観光分野と連携しながら、木積の「ふじ祭り」

や「箕づくり」など、本市の伝統文化のＰＲを

推進し、その価値を市内外に広めます。 

生涯学習課 

産業振興課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

伝統文化保存団体数 13 団体 14 団体 
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施策 4-4 コミュニティの育成と交流活動の促進 

 

施策の方向性 

地域の連帯感のさらなる醸成と地域づくり活動の活性化を図るため、コミュニティ施

設の整備や各種事業の支援、組織の育成などを実施することにより、自主的なコミュニ

ティ活動を促進し、市民の地域活動への参加促進を図ります。 

また、国際交流事業の活性化により、国際性豊かな人づくりを促進するとともに、地

域の特性を生かしながら多彩な地域間交流を推進します。 

 

 

施策推進の背景と課題 

本市は、もともと地域の連帯感が強い地域ですが、最近では価値観やライフスタイルの

多様化により、近隣関係の希薄化も進んでおり、拠点施設を有効活用しながら自主的な活

動に対する支援とともに活動を牽引するリーダーを育成し、コミュニティ活動の活性化を

図っていくことが必要です。 

また、本市では、地域団体や民間レベルでの地域間交流は活発に行われているものの、

姉妹都市や防災協定の締結といった自治体間での交流は少なく、多様な地域とのさらなる

交流を進めるためにも、市政レベルでの交流促進を図っていく必要があります。 

 

■コミュニティの育成と交流活動の促進 

【満足度】                     【重要度】 

0.9%

18.3%

15.6%

3.1%

52.8%

9.3%

0% 20% 40% 60%

満足

どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

不満

わからない

無回答

15.2%

38.2%

11.6%

5.0%

19.7%

10.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

重要

どちらかといえば重要

どちらかといえば重要ではない

重要ではない

わからない

無回答

 

（平成 27年 市民意識調査） 
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施策の展開 

4-4-1 地域づくり活動の活性化支援 

自主的な地域活動が活発に行われるための環境づくりに努めるとともに、市民が気軽

に参加できるための情報提供および機会の創出を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

“散歩のまちづくり”

の推進 

地域の自然や文化財などとふれあう“散歩のま

ち匝瑳”を推進し、具体的なコース提案や調整

を進め、自主的な地域づくりの活性化を図りま

す。 

産業振興課 

地域活動団体の活動

支援 

地域づくり活動の活性化を図るため、地域振興

協議会など、地域活動団体の活動に対する助成

を行うとともに、活動を牽引するリーダーの養

成を支援します。 

環境生活課 

団体同士の連携促進 

地域活動団体の活動に関する情報提供や団体同

士の交流機会の創出を図り、連携した地域づく

り活動の活性化を図ります。 

環境生活課 

地域活動への参加促

進 

市民が地域活動に気軽に参加できるよう、世代

間交流や地域間交流の機会を充実させ、地域活

動やイベントなどに関する情報提供を充実させ

ます。 

環境生活課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

地域づくり活動へ参加している市民の割合 29.9％ 35.0％ 

 

 

4-4-2 コミュニティ施設の整備・活用 

老朽化が進むコミュニティ施設の改修・整備を促進するとともに、コミュニティ活動

の拠点となる施設の有効活用を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

市民ふれあいセンタ

ーの充実 

コミュニティの拠点としての機能を持つ市民ふ

れあいセンターの施設・設備の充実や計画的な

改修を進めていきます。 

福祉課 

地区コミュニティセ

ンターの活用 

市内９地区に整備されている地区コミュニティ

センターの有効活用および適正な管理を推進し

ます。 

環境生活課 



100 

 

 

取組み 取組みの概要 主管課 

集会施設の改修支援 
自治会が設置する各地区の集会施設について、

老朽化に伴う改修を支援します。 
環境生活課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

地区コミュニティセンター利用者数 18,379人／年 18,500人／年 

 

 

4-4-3 国際交流・地域間交流の促進  

国際交流活動団体の活動の活性化を図るとともに、各種団体が行う交流活動を支援し

ます。また、外国人や都市住民が滞在しやすい環境づくりに努めます。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

国際交流活動団体の

活動支援 

語学教室や在住外国人との交流活動を推進する

国際交流活動団体の活動に対する支援を行うと

ともに、新しい交流イベントを実施するなど国

際交流のさらなる充実を図ります。 

企画課 

自治体間交流の促進 

気候風土や地域性の異なる国内外の自治体など

との交流を推進し、さまざまなイベントや体験

活動などを通じた市民同士の交流促進を図りま

す。 

企画課 

受入体制の整備 

外国語での情報発信や外国人や都市住民を対象

とした交流イベントの実施など、外国人や都市

住民が立ち寄りやすい受入体制の整備について

検討・推進していきます。 

企画課 

産業振興課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

他市町村や外国の方たちと交流活動をしている市民の割

合 
4.2％ 5.0％ 

国際交流協会行事参加者数 257人／年 300人／年 
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施策 4-5 男女共同参画の促進 

 

施策の方向性 

男女共同参画を推進するため、家庭、学校、地域などあらゆる場において、男女平等

意識の普及・定着化を図り、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、

性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる地域社会の実現を

推進します。 

特に、性別による固定的な役割分担意識をなくし、男女がともに、自らの選択により

その責任を果たしていけるように、ワーク・ライフ・バランスの推進を図ります。 

また、男女が安心して子どもを産み育て、家族としての責任を果たすことができる社

会を創り上げることは、男女共同参画の視点だけでなく少子化対策からも重要です。仕

事と家庭生活や地域活動を含む社会生活を男女が共に営み、対等に分かち合うため、仕

事と生活の両立に向けた支援を推進します。 

 

施策推進の背景と課題 

男女共同参画に対する理解やその重要性に対する認識は高まってきているものの、性別

による固定的な役割分担や偏見、社会通念や慣習などはいまだ根強く残っています。 

男性も女性もお互いに人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その

個性と能力を十分に発揮することができる社会の実現には、男女共同参画意識の醸成に加

えて、市民や地域活動団体、事業者などの主体的な行動を促す環境づくりと具体的支援を

推進していく必要があります。 

 

 

13.9

9.3

17.8

51.2

46.9

54.9

17.6

22.5

13.4

3.7

6.2

1.6

1.3

2.5

0.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

男性

女性

男性のほうが優遇 どちらかといえば男性のほうが優遇
平等になっている どちらかといえば女性のほうが優遇
女性のほうが優遇 わからない  

 

 

■社会全体における男女平等に関する意識 

（平成 26年 男女共同参画に関する市民意識調査） 
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施策の展開 

4-5-1 男女共同参画意識の醸成と推進体制の構築 

男女共同参画に関する学習機会の充実や意識啓発を推進し、地域における男女共同参

画を推進するための体制の構築を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

男女共同参画意識の

把握と向上 

男女共同参画に関する市民意識の把握に努める

とともに、実情に応じた生涯学習や講演会など

を開催し、男女共同参画意識の向上に努めます。 

企画課 

固定的性別役割分担

などの是正に関する

意識啓発 

固定的な性別役割分担意識や男女差別の是正に

関する意識啓発や学習機会の充実を図ります。 
企画課 

制度や慣行における

配慮と見直し 

男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認め

られる制度や慣行などについて、必要に応じた

見直しに努めます。 

企画課 

男女共同参画推進体

制の構築 

庁内外に男女共同参画を推進する組織を立ち上

げ、関係機関と連携しながら地域における男女

共同参画施策の推進を図ります。 

企画課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

社会全体において男女が平等になっていると思う市民の

割合 
17.5％ 25.0％ 

 

 

4-5-2 誰もが能力を発揮できる地域社会づくりの推進 

関係機関との連携を強化し、家庭や地域、職場などにおいて、性別にかかわらず、個

人が持つ能力を十分に発揮することができる地域社会づくりを促進します。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

方針決定過程への女

性参画の拡大 

積極的改善措置（ポジティブ・アクション）を

推進し、あらゆる場面の意思決定の場において

男女の均等な参画を促進します。 

企画課 

家庭や地域、職場にお

ける男女共同参画の

促進 

家庭や地域活動、職場などにおいて、男女が共

に能力を発揮し、責任を果たしていくことがで

きる環境整備を促進します。 

企画課 
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取組み 取組みの概要 主管課 

就労の再チャレンジ

支援の推進 

県など関係機関と連携し、育児や介護などによ

り一旦離職した女性が、希望に沿った再就職・

起業などが実現できる再チャレンジ支援を推進

します。 

産業振興課 

企画課 

ワーク・ライフ・バラ

ンスの推進 

性別にかかわらず、仕事、家庭、地域活動など

において調和のとれた活動ができるよう、商工

会と連携し、多様な働き方ができる就労環境の

整備や働き方の見直しの推進を図ります。 

産業振興課 

 

■数値目標 

指 標 現状 目標（4年後） 

審議会・委員会の女性委員比率 24.7％ 30.0％ 

 

 

4-5-3 人権侵害の防止と女性の健康支援 

男女間のあらゆる暴力の根絶と人権侵害の防止に向けた取組みを推進するとともに、

生涯にわたる女性の健康支援を図ります。 

■取組内容 

取組み 取組みの概要 主管課 

配偶者などからの暴

力の根絶と被害者の

保護 

人権侵害や暴力を未然に防止するための情報提

供を充実させるとともに、関係機関などと連携

しながら相談窓口および保護体制の充実を図り

ます。 

福祉課 

秘書課 

生涯を通じた女性の

健康支援の推進 

生涯を通じた女性の健康支援を図るため、発達

段階に応じた性教育を推進するとともに、妊

娠・出産をはじめ生涯を通じた女性の健康支援

を推進します。 

健康管理課 

 

 

 

 


